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日
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（円）

随意契約によることとした理由 備　　考

1
平成17年度国有林
GIS数値基本図デー
タ検査業務

支出負担行為担当官
林野庁長官　前田直登
(東京都千代田区霞が関
1-2-1)

平成17年6月6日

社団法人日本森林技
術協会
東京都千代田区六番
町７番地

     15,878,521

本業務は、既存の森林に関する地図と
森林に関する地図の数値化作業の両方
に関する知見及び経験に基づく特殊な
判断が必要であるとともに、数値化の
精度の一貫性を確保しつつ数値基本図
作成業者に対し中立的な立場で検査・
指導を行うことが必要である。このよ
うな知識や経験を有し、中立的な立場
で検査・指導を行なえる者は日本森林
技術協会以外にはなく、競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第4項に
該当するため。
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（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

別紙様式１
平成１７年６月分

備　　考

（１）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を
記載する。


